
 

第 1７回奄美保健医療圏地域医療構想調整会議 

   

                        日 時：令和８年１月 19 日（月） 

                             午後７時 00 分～午後９時 00 分 

                場 所：大島支庁４階大会議室 

 

 

会 次 第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 奄美保健医療圏地域医療構想調整会議議長あいさつ 

 

 

３ 事務局説明 

 ア 地域医療構想について 

イ 専門部会の協議内容について 

 

 

４ 協 議 

ア 地域医療構想の推進に係る進捗状況について 

   イ 外来機能報告における紹介受診重点医療機関について 

 

 

  ５ 報 告 

   ア これまでの地域医療構想の取組実績等（案）について 

   イ 令和６年度病床機能報告定量的基準との照合結果に相違がある 

医療機関の病床機能確認について                      

 

 

６ 閉 会  





所  属 職名 氏  名 備考

1 大島郡医師会 会長 稲 源一郎 ＊議長

2 大島郡歯科医師会 会長 町田 慶太

3 鹿児島県奄美薬剤師会 会長 岡村 芳和

4 鹿児島県看護協会大島地区 地区長 田方 みどり

5 県立大島病院 院長 石神 純也 ＊副議長

6 大島郡医師会病院 院長 満 純孝

7 名瀬徳洲会病院 院長 満元 洋二郎

8 奄美中央病院 院長 平元 良英 

9 宮上病院 院長 宮上 寛之 欠席

10 よしかわクリニック 院長 嘉川 潤一

11 奄美市 市長 安田 壮平
＜代理＞
 麻井保健福祉部長

12 大和村 村長 伊集院 幼
＜代理＞
 前田保健福祉課長

13 宇検村 村長 元山 公知

14 瀬戸内町 町長 鎌田 愛人
＜代理＞
 信島保健福祉課長

15 龍郷町 町長 竹田 泰典
＜代理＞
 岡江副町長

16 喜界町 町長 隈崎 悦男
＜代理＞
 金江副町長

17 徳之島町 町長 高岡 秀規

18 天城町 町長 森田 弘光
＜代理＞
 祷副町長

19 伊仙町 町長 伊田 正則

20 和泊町 町長 前 登志朗

21 知名町 町長 今井 力夫
＜代理＞
 山崎保健センター長

22 与論町 町長 田畑 克夫

23 鹿児島県保険者協議会 代表 西 幸一郎 ＊奄美市国保年金課長

24 大島地区社会福祉協議会連絡協議会 会長 神田 雄一 欠席

25
大島支庁保健福祉環境部
名瀬・徳之島保健所

部長兼所長 相星 壮吾
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○ 西委員

○ 田畑委員

○ 今井委員
（代理）

○ 前委員

○ 伊田委員

○ 森田委員
（代理）

伊集院委員
（代理） ○ ○ 高岡委員

○ ○ ○ ○

元山委員
鎌田委員
(代理)

竹田委員
(代理）

隈崎委員
（代理）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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奄美保健医療圏地域医療構想調整会議設置要綱

（設置）

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号，以下「法」という。）第３０条の１４

の規定に基づき，医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための

方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行う

ため，奄美保健医療圏地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を設置

する。

（検討事項）

第２条 調整会議は，前条の目的を達成するために，次の事項について検討する。

(1) 奄美医療圏における将来の病床数の必要量を達成するための方策

(2) 奄美医療圏における地域医療構想の達成を推進するために必要な事項

(3) その他必要な事項

（組織）

第３条 調整会議は，委員３０人以内で組織する。

２ 委員は，法第３０条の１４に掲げる者その他の関係者のうちから大島支庁長が委

嘱又は任命する。

（任期）

第４条 委員の任期は，２年とする。

２ 補欠又は増員により選任された委員の任期は，前任者又は現任者の残任期間とす

る。

３ 委員は，再任を妨げない。

（議長及び副議長）

第５条 調整会議に議長１名及び副議長１名を置き，委員の互選によりこれを定める。

２ 議長は，会務を総理し，調整会議を代表する。

３ 副議長は，議長を補佐し，議長に事故あるとき，又は議長が欠けたときは，その

職務を代理する。

（調整会議）

第６条 調整会議は，大島支庁長が招集する。

２ 調整会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 議長は，調整会議の議事を整理する。

（専門部会）

第７条 調整会議に，専門的な事項について調査研究するため，必要な専門部会を置

くことができる。

２ 専門部会は，議長がこれを招集する。

３ 第４条，第５条及び第６条第２項から第３項までの規定は，専門部会について準

用する。この場合において，これらの規定中「調整会議」とあるのは「専門部会」

と，「委員」とあるのは「部会員」と，「議長」とあるのは「部会長」と，「副議長」
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とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

４ 専門部会の運営に関し必要な事項は，議長が別に定める。

（委員等の代理出席）

第８条 委員又は部会員がやむを得ない事情により出席できない場合においては，そ

のものが指定し，代理出席させることができる。

（関係者の出席等）

第９条 調整会議又は専門部会において必要があると認めるときは，議長又は部会長

は，学識経験を有する者又は関係者の出席を求め，意見を聴くことができる。

（報償費及び旅費）

第10条 委員及び部会員（代理出席者を含む。）並びに前条の規定により出席した者

には，「報償費」及び「普通旅費」を支給することができる。

（庶務）

第11条 調整会議の庶務は，大島支庁保健福祉環境部健康企画課で処理する。

（その他）

第12条 この要綱に定めるもののほか，調整会議の運営に関し必要な事項は，議長が

定める。

附則

この要綱は，平成２８年１２月２６日から実施する。
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　専門部会の協議内容について
【第２回奄美保健医療圏地域医療構想調整会議　資料抜粋】

○2025年将来推計人口に基づく各島における病床の必要量について

１　2025年における必要病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

奄美大島 54,826 55.1 43.0 205.5 260.0 188.4 696.8

喜界島 6,900 6.9 5.4 25.9 32.7 23.7 87.7

名瀬保健所管内① 61,726 62.0 48.4 231.3 292.7 212.1 784.5

徳之島 21,274 21.4 16.7 79.7 100.9 73.1 270.4

沖永良部島 12,090 12.1 9.5 45.3 57.3 41.5 153.7

与論島 4,437 4.5 3.5 16.6 21.0 15.2 56.4

徳之島保健所管内② 37,801 38.0 29.6 141.7 179.3 129.9 480.5

合計　①+② 99,527 100.0 78.0 373.0 472.0 342.0 1,265.0

【参考資料】国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（H25年3月推計）

鹿児島県地域医療構想

２　令和８年度病床機能（予定）と2025年（R7年)における必要病床数との差

（１）名瀬保健所管内

（２）徳之島保健所管内

2025年の将来推計
人口

奄美医療圏全体に
占める割合（％）

2025年における必要病床数(床)※

＊2025年推計人口をもとに奄美保健医療圏全体に占める割合を算出し2025年における必要病床数に乗じて各期の病床数を計算しており，高
齢化率等は考慮していない

医療機能 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

令和８年度病床
機能（予定）

A
24 517 278 297 1,116

2025年における
必要病床数

B
48.4 231.3 292.7 212.1 785

A　-　B △ 24.4 285.7 △ 14.7 84.9 331

医療機能 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

令和８年度病床
機能（予定）

A
12 248 147 146 553

2025年における
必要病床数

B
29.6 141.7 179.3 129.9 480

A　-　B △ 17.6 106.3 △ 32.3 16.1 73
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 ⑴ これまでに合意された病床数

高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟中

県立大島病院 10 270 0 0 51 331 381 △ 50

奄美中央病院 0 55 55 0 0 110 110 0

徳之島徳洲会病院 16 80 68 73 0 237 199 38

朝沼クリニック 0 18 0 0 0 18 18 0

計 26 423 123 73 51 696 708 △ 12

高度
急性期

①

急性期
②

回復期
③

慢性期
④

休棟中
⑤ 合計

合計（Ａ） 72 809 334 469 108 1792

必要病床数（Ｂ） 78 373 472 342 0 1265

Ａ―Ｂ ▲ 6 436 ▲ 138 127 108 527

 ⑵ 令和８年度病床機能（予定）

高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟

県立大島病院 10 233 37 0 39 319 381 △ 62 ▲12床
（病床数適正化支援事業）

奄美中央病院 0 0 103 0 0 103 110 △ 7 ▲７床
（病床数適正化支援事業）

徳之島徳洲会病院 8 108 74 47 0 237 199 38 ※

朝沼クリニック 0 13 0 0 0 13 18 △ 5 ▲５床
（病床数適正化支援事業）

計 18 354 214 47 39 672 708 △ 36

       ※ (1)これまでに合意された病床数は変更しないが，当面の間の運用方針

高度
急性期

①

急性期
②

回復期
③

慢性期
④

休棟中
⑤

合計

合計（Ａ） 36 765 425 443 115 1784
必要病床数（Ｂ） 78 373 472 342 0 1265

Ａ―Ｂ ▲ 42 392 ▲ 47 101 115 519

備考

（参考：奄美医療圏全体の病床数）

（参考：奄美医療圏全体の病床数）

合計
H30

病床機能報
告

増減

合計
H30

病床機能報
告

増減 備考
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